
子育て支援・産後ケア事業相談料 一般社団法人日本子育て包括支援推進機構

本機構では、子育て支援に関する講演・資格認定、および子育て支援・産後ケア事業に関する各種相談、事業運営のコンサルテーションを行っています。

ご相談内容により、専門性、業務範囲、関与する有資格者等により相談料を設定いたします。概ね以下の費用をご負担いただきます。(消費税別)

【ご相談内容】 【料金】

1 ご依頼用件が、本機構でお引き受けできる内容かについての面談 3回（1回60分位）で契約に至るまで無料

2 子育て支援・産前産後ケア事業に関する講演 60分講演と質疑　5万円～20万円✱

3 産後ケアプロバイダー講習会開催費用 20万円～60万円

（講演対象者の資格、経験によって講習時間が異なります）

4 産前産後ケア施設・設備・施設認定のためのアドバイザリー 70分につき6万円

5 産前産後ケア施設運営アドバイザリー １回（１４０分まで）　１２万円

（産前産後ケア施設・設備・施設認定のためのアドバイザリーを含む） もしくは年間600万円

6 子育て支援・産前産後ケア事業についての相談・アドバイザリー １回（１４０分まで）　１２万円

もしくは年間600万円

✱講演者・資料内容等により異なります。

交通費別途（場所はご相談により決定します）


